
解答及び解説
※１０分を超えて復習する必要はありません。
※解答時間５分、復習時間１０分までとしてください。
※最後のページに回答一覧があります。

２０２５年度リスクマネジメント研修・予習シート（保育）



保育園等での
虐待の発生状
況（令和５
年）

こども家庭庁・文部
科学省「保育所等に
おける虐待等の不適
切な保育への対応等
に関する実態調査」
の調査結果について
令和５年５月



虐待防止法の
４（５）つの
類型（児童福
祉法３３条の
１０、同３３
条の１１（認
定こども園法
２７条の２第
１項、同法２
７条の３）

 一 園児の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加え
ること。－身体的虐待

 二 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行
為をさせること。－性的虐待

 三 園児の心身に重大な危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合
において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必
要な措置を講じないこと。－ネグレクト

 四 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児
に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。－心理的虐待

 職員等は、入園児虐待その他園児の心身に有害な影響を及ぼす行為
をしてはならない。ー有害な影響を及ぼす行為



通告義務
（児童福祉法
３３条の１２、
認定こども園
法２７条の４
第１項）

 保育園職員による入園児虐待に係る通告

（入園児虐待に係る通告等）

第二十七条の四 入園児虐待を受けたと思われる園児を発見した
者は、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長（特別区の
区長を含む。以下同じ。）に通告しなければならない。

⇒・通報を行う主体は、発見した者

（通常は、職員（＝法人・事業所ではない）

・虐待を受けたと思われる（＝確証までは不要）園児を、

・都道府県又は市町村に通告（通報）する義務がある

⇒もっとも、通常は、園から都道府県又は市町村に連絡すること
になる。



刑事罰

①身体的虐待：刑法第199 条殺人罪、第204 条傷害罪、第208 
条暴行罪、第220 条逮捕監禁罪

②性的虐待：刑法第176 条不同意わいせつ罪、第177 条不同意
性交等罪（令和５年７月改正）

※性的姿態等撮影罪

③心理的虐待：刑法第222 条脅迫罪、第223 条強要罪、第230 
条名誉毀損罪、第231 条侮辱罪

④放棄・放置：刑法第218 条保護責任者遺棄罪



⚫ 保育園等での職員による虐待は、令和５年５月の調査では、約（ア、１３０件、イ、７０件、ウ、２０件）発生している。

⚫ 児童福祉法又は認定こども園法上、虐待の種類はいくつありますか？
答え （ ４（５） ）個

⚫ 同法上の、虐待類型全てを答えてください。
答え （ 身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、（心身に有害な影響を及ぼす行為） ）

⚫ 次の問題について、〇又は×で回答してください。
（ × ）保育園等で虐待通報義務があるのは、保護者による虐待を発見したときのみである
（ × ）本人が嫌がっておらず、保護者の同意があれば、身体拘束は認められる
（ × ）故意がなければ、虐待に該当しない
（ × ）虐待防止法上、罰則がないから、虐待行為を行っても刑法に違反することはない

⚫ 児童福祉法（認定こども園法）上、次の義務が定められている。空欄を埋めてください。

第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けた（ と思われる ）児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は
市町村長に通告しなければならない。

２０２５年度リスクマネジメント研修・解答まとめ（保育）
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